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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の中心周波数を持つ第１の超音波と前記第１の中心周波数とは異なる第２の中心周
波数を持つ第２の超音波とが少なくとも合成された合成超音波を、被検体内の複数の方向
のそれぞれについて、位相を変調させて少なくとも二回送信し、当該被検体から前記複数
の方向のそれぞれについて、前記少なくとも二回の送信のそれぞれに対応するエコー信号
を受信する超音波送受信手段と、
　前記複数の方向のそれぞれにつき、前記少なくとも二回の送信のそれぞれに対応するエ
コー信号間で減算処理を行うことで高調波を相殺した後、前記第１の超音波に対応する第
１のエコー信号と、前記第２の超音波に対応する第２のエコー信号とを抽出する信号抽出
手段と、
　前記第１のエコー信号と前記第２のエコー信号とを用いて、前記被検体内を伝搬する超
音波の減衰を表す減衰画像を生成する画像生成手段と、
　を具備することを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２】
　前記画像生成手段は、
　前記第１のエコー信号と前記第２のエコー信号とを用いた減算処理により、第３のエコ
ー信号を生成し、
　前記第３のエコー信号を用いて、前記減衰画像を生成すること、
　を特徴とする請求項１記載の超音波診断装置。
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【請求項３】
　前記画像生成手段は、
　前記第１のエコー信号の前記被検体内での減衰を補正する第１の補正処理を実行し、
　前記第２のエコー信号に対して、前記第１の補正処理を行うことで、前記減衰画像を生
成すること、
　を特徴とする請求項１記載の超音波診断装置。
【請求項４】
　前記第１のエコー信号又は前記第２のエコー信号を用いて生成された、前記被検体の組
織構造を表す超音波画像と、前記減衰画像とを、所定の形態で表示する表示手段をさらに
具備することを特徴とする請求項１乃至３のうちいずれか一項記載の超音波診断装置。
【請求項５】
　前記表示手段は、前記減衰画像を減衰の度合いに応じて色彩を割り振ることでカラー表
示することを特徴とする請求項４記載の超音波診断装置。
【請求項６】
　超音波診断装置に内蔵されたコンピュータに、
　第１の中心周波数を持つる第１の超音波と前記第１の中心周波数とは異なる第２の中心
周波数を持つ第２の超音波とが少なくとも合成された合成超音波を、被検体内の複数の方
向のそれぞれについて、位相を変調させて少なくとも二回送信させ、当該被検体から前記
複数の方向のそれぞれについて、前記少なくとも二回の送信のそれぞれに対応するエコー
信号を受信させる超音波送受信機能と、
　前記複数の方向のそれぞれにつき、前記少なくとも二回の送信のそれぞれに対応するエ
コー信号間で減算処理を実行させることで高調波を相殺した後、前記第１の超音波に対応
する第１のエコー信号と、前記第２の超音波に対応する第２のエコー信号とを抽出させる
信号抽出機能と、
　前記第１のエコー信号と前記第２のエコー信号とを用いて、前記被検体内を伝搬する超
音波の減衰を表す減衰画像を生成させる画像生成機能と、
　を実現させることを特徴とする超音波診断装置制御プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、生体内をスキャンして臓器の断層像を画像化し、疾患などを診断する超音波
診断装置及びその制御プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　超音波診断装置は生体内情報の画像を表示する診断装置であり、Ｘ線やＣＴ診断装置な
どの他の画像診断装置に比べ、安価で被曝が無く、非侵襲性に実時間で観測するための有
用な装置として利用されている。超音波診断装置の適用範囲は広く、心臓などの循環器か
ら肝臓、腎臓などの腹部、抹消血管、産婦人科、乳癌の診断などに適用されている。
【０００３】
　超音波診断の対象とする被検体は生体であり、生体の組織は、固有の減衰特性を持って
いる。被検体に送信された超音波は、減衰しながら生体内を伝搬するが、この減衰量が大
きいと、途中で十分なエコー信号が受信できなくなる現象が起こる。また、一般的には、
エコー信号強度は、減衰により深部になるほど小さくなる。このため、現在の超音波診断
装置は、深度に応じてゲインを変化させるＳＴＣ（Sensitivity Time Control）という機
能が多くの場合搭載されている。さらに近年、このＳＴＣを自動で調整するという機能も
一般化している。これは受信信号強度の深度ごと（あるいは横方向）に分析し、受信信号
が一定になるように深度ごとに係数を計算していくというものである。
【０００４】
　生体減衰によるエコー信号の減弱が大きいと、診断情報の獲得のための阻害要因となる
ことが起こりえる。しかしながら、その一方で、エコー信号の減弱の様子を観察すること
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で、生体組織の特徴を観測することもしばしば行われている。例えば肝臓を例に取れば、
エコー信号が極端に減少する被検体は、肝臓に脂肪滴が多く含まれており脂肪肝であるこ
とが推測される。肝硬変の場合も同様な結果となることがある。
【０００５】
　ところで、減衰特性は周波数にも依存する。このため、異なる送受信周波数を使えば、
信号減弱の様相も変化することになる。もちろん、ＳＴＣを手動や自動で変化させても深
度ごとの輝度レベルは変化してしまう。これらの事情から、超音波画像診断において最終
的に取得される超音波画像データは、生体減衰及びＳＴＣによる信号処理の影響を受けて
いると考えられる。このため、超音波診断装置を用いて得られる表示画像を用いた輝度変
化のみを用いて、エコー信号の減衰を定量的に評価することは、一般的に困難である。さ
らに近年の超音波診断装置は、信号受信感度が飛躍的に向上しており、ほとんどの被検体
で十分な視野深度が得られている。従って、操作者は、減衰の程度を積極的に察知するこ
とができない。
【０００６】
　これらの問題を解決するため、いくつかの技術が提案されている。例えば、周波数帯域
の異なる超音波パルスを同一方向へ２回に分けて送受信するものがある（特許文献１参照
）。この技術は、生体減衰量は周波数によって異なるため、２つのパルスの減衰量を比較
することで、媒質の減衰定数を類推しようとするものである。また、同一方向に１回の送
受信のみ行い、受信信号に含まれる２つの異なる周波数帯域成分を抽出し、それらの各信
号を重みづけ加算することで従来の断層象に減衰情報を付加する技術がある（特許文献１
参照）。この技術では、１回の送受信で実現可能な簡便な手法となっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開平３－２４８６８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　以上述べたように、従来の手法は、超音波伝搬による減衰量が周波数が高くなるほど大
きくなることを利用している。しかしながら、従来の手法は、伝搬による高調波の発生現
象を考慮していないため、超音波の減衰量を有効な診断情報として正確かつ簡単に取得す
ることができない。
【０００９】
　すなわち、生体内に送信された超音波パルスは、伝搬の過程で波形に歪が生じ、パルス
波形の高調波成分は次第に増幅されていく。この生体内にて相当の高調波成分の増幅が起
こっている事実から、単純な２つの周波数成分の比較は困難であることが示唆される。な
ぜなら、ある周波数成分は、生体内伝搬の過程で、生体減衰によって減弱する一方で、そ
の２分の１の周波数成分から発生した組織ハーモニックによって増幅されているからであ
る。これではいくら２つの異なる周波数成分を比較しても、正確な減衰量を推定すること
は困難である。
【００１０】
　なお、近年、上述の生体伝搬の過程で高調波が発生する現象に着目した映像化手法が開
発されている。これは、組織ハーモニックイメージング（ＴＨＩ：Tissue Harmonic Imag
ing）と呼ばれており、伝搬による高調波成分のみを抽出して映像化し、コントラスト分
解能及び空間分解能が優れた超音波画像を取得するものである。
【００１１】
　本発明は、上記事情を鑑みてなされたもので、高調波成分の影響を除去し、被検体内を
伝搬する超音波の減衰量を好適に評価することができる超音波診断装置及び超音波診断装
置制御プログラムを提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
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【００１２】
　本発明は、上記目的を達成するため、次のような手段を講じている。
【００１３】
　請求項１に記載の発明は、第１の中心周波数を持つる第１の超音波と前記第１の中心周
波数とは異なる第２の中心周波数を持つ第２の超音波とが少なくとも合成された合成超音
波を、被検体内の複数の方向のそれぞれについて、位相を変調させて少なくとも二回送信
し、当該被検体から前記複数の方向のそれぞれについて、前記少なくとも二回の送信のそ
れぞれに対応するエコー信号を受信する超音波送受信手段と、前記複数の方向のそれぞれ
につき、前記少なくとも二回の送信のそれぞれに対応するエコー信号間で減算処理を行う
ことで高調波を相殺した後、前記第１の超音波に対応する第１のエコー信号と、前記第２
の超音波に対応する第２のエコー信号とを抽出する信号抽出手段と、前記第１のエコー信
号と前記第２のエコー信号とを用いて、前記被検体内を伝搬する超音波の減衰を表す減衰
画像を生成する画像生成手段と、を具備することを特徴とする超音波診断装置である。
【００１４】
　請求項６に記載の発明は、超音波診断装置に内蔵されたコンピュータに、第１の中心周
波数を持つ第１の超音波と前記第１の中心周波数とは異なる第２の中心周波数を持つ第２
の超音波とが少なくとも合成された合成超音波を、被検体内の複数の方向のそれぞれにつ
いて、位相を変調させて少なくとも二回送信させ、当該被検体から前記複数の方向のそれ
ぞれについて、前記少なくとも二回の送信のそれぞれに対応するエコー信号を受信させる
超音波送受信機能と、前記複数の方向のそれぞれにつき、前記少なくとも二回の送信のそ
れぞれに対応するエコー信号間で減算処理を実行させることで高調波を相殺した後、前記
第１の超音波に対応する第１のエコー信号と、前記第２の超音波に対応する第２のエコー
信号とを抽出させる信号抽出機能と、前記第１のエコー信号と前記第２のエコー信号とを
用いて、前記被検体内を伝搬する超音波の減衰を表す減衰画像を生成させる画像生成機能
と、を実現させることを特徴とする超音波診断装置制御プログラムである。
【発明の効果】
【００１５】
　以上本発明によれば、高調波成分の影響を除去し、被検体内を伝搬する超音波の減衰量
を好適に評価することができる超音波診断装置及び超音波診断装置制御プログラムを実現
することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】図１は、第１の本実施形態に係る超音波診断装置のブロック構成を示した図であ
る。
【図２】図２は、第１の実施形態に係る減衰画像生成処理の流れを示したフローチャート
である。
【図３】図３は、従来の超音波送受信を説明するための図である。
【図４】図４は、ステップＳ２における広帯域送信波を説明するための図である。
【図５】図５は、ステップＳ３の減算処理による高調波成分が相殺する効果を示す図であ
る。
【図６】図６は、近距離領域でのある位置でのエコー信号の周波数スペクトラムと、遠距
離領域でのある位置でのエコー信号の周波数スペクトラムとを象徴的に示した図である。
【図７】図７は、減衰画像の表示形態の一例を示した図である。
【図８】図８は、第１、第２、第３の超音波画像７１のいずれかと減衰画像７２との並列
表示の一例を示した図である。
【図９】図９は、減衰画像をカラー表示する際に用いられるカラースケールバーの一例を
示した図である。
【図１０】図１０は、第２の実施形態に係る減衰画像生成処理の流れを示したフローチャ
ートである。
【図１１】図１１（ａ）、（ｂ）は、ステップＳ１４におけるｆ１減衰補正前後のｆ１周
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波数成分、ｆ２周波数成分の例を示した図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本発明の第１実施形態及び第２実施形態を図面に従って説明する。なお、以下の
説明において、略同一の機能及び構成を有する構成要素については、同一符号を付し、重
複説明は必要な場合にのみ行う。
【００１８】
　（第１実施形態）
　図１は、本実施形態に係る超音波診断装置のブロック構成を示した図である。同図に示
すように、本超音波診断装置本体１１は、超音波プローブ１２、入力装置１３、モニタ１
４、超音波送信ユニット２１、超音波受信ユニット２２、Ｂモード処理ユニット２３、ド
プラ処理ユニット２４、画像生成ユニット２５、画像メモリ２６、画像合成ユニット２７
、制御プロセッサ２８、記憶ユニット２９、その他インターフェースユニット３０を具備
している。装置本体１１に内蔵される超音波送信ユニット２１および受信ユニット２２等
は、集積回路などのハードウェアで構成されることもあるが、ソフトウェア的にモジュー
ル化されたソフトウェアプログラムである場合もある。以下、個々の構成要素の機能につ
いて説明する。
【００１９】
　超音波プローブ１２は、超音波受信ユニット２１からの駆動信号に基づき超音波を発生
し、被検体からの反射波を電気信号に変換する複数の圧電振動子、当該圧電振動子に設け
られる整合層、当該圧電振動子から後方への超音波の伝播を防止するバッキング材等を有
している。当該超音波プローブ１２から被検体Ｐに超音波が送信されると、当該送信超音
波は、体内組織の音響インピーダンスの不連続面で次々と反射され、エコー信号として超
音波プローブ１２に受信される。このエコー信号の振幅は、反射することになった反射す
ることになった不連続面における音響インピーダンスの差に依存する。また、送信された
超音波パルスが、移動している血流や心臓壁等の表面で反射された場合のエコーは、ドプ
ラ効果により移動体の超音波送信方向の速度成分を依存して、周波数偏移を受ける。
【００２０】
　入力装置１３は、装置本体１１に接続され、オペレータからの各種指示、条件、関心領
域（ＲＯＩ）の設定指示、種々の画質条件設定指示等を装置本体１１にとりこむための各
種スイッチ、ボタン、トラックボールの他、マウス、キーボード等を有している。
【００２１】
　モニタ１４は、画像生成ユニット２５からのビデオ信号に基づいて、生体内の形態学的
情報を示す画像、血流情報を示す画像、後述する減衰画像等を表示する。
【００２２】
　超音波送信ユニット２１は、パルス発生器２１Ａ、送信遅延部２１Ｂおよびパルサ２１
Ｃを有している。パルス発生器２１Ａでは、所定のレート周波数ｆｒ　Ｈｚ（周期；１／
ｆｒ秒）で、送信超音波を形成するためのレートパルスが繰り返し発生される。また、送
信遅延部２１Ｂでは、チャンネル毎に超音波をビーム状に集束し且つ送信指向性を決定す
るのに必要な遅延時間が、各レートパルスに与えられる。パルサ２１は、このレートパル
スに基づくタイミングで、プローブ１２に駆動パルスを印加する。
【００２３】
　超音波受信ユニット２２は、プリアンプ２２Ａ、Ａ／Ｄ変換器（図示せず）、受信遅延
部２２Ｂ、加算器２２Ｃ等を有している。プリアンプ２２Ａでは、プローブ１２を介して
取り込まれたエコー信号をチャンネル毎に増幅する。受信遅延部２２Ｂは、増幅されたエ
コー信号に対し受信指向性を決定するのに必要な遅延時間を与える。その後、加算器２２
Ｃにおいて加算処理を行う。この加算により、エコー信号の受信指向性に応じた方向から
の反射成分が強調され、受信指向性と送信指向性とにより超音波送受信の総合的なビーム
が形成される。また、超音波受信ユニット２２は、後述する減算処理を実行し、高調波の
影響が除去された基本波成分を抽出する。
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【００２４】
　Ｂモード処理ユニット２３は、受信ユニット２２からエコー信号を受け取り、対数増幅
、包絡線検波処理などを施し、信号強度が輝度の明るさで表現されるデータを生成する。
図示しないが、Ｂモード処理ユニット２３には、エコー信号を一時的に記憶するラインメ
モリが具備され、任意の２つのエコー信号の加算、減算などの処理を行うことが可能とな
っている。Ｂモード処理ユニット２３からの出力は、画像生成ユニット２５に送信され、
反射波の強度を輝度にて表したＢモード画像としてモニタ１４に表示される。また、Ｂモ
ード処理ユニット２３は、後述する差分処理等を実行し、減衰画像データを生成する。
【００２５】
　ドプラ処理ユニット２３は、受信ユニット２２から受け取ったエコー信号から速度情報
を周波数解析し、ドプラ効果による血流や組織、造影剤エコー成分を抽出し、平均速度、
分散、パワー等の血流情報を多点について求める。得られた血流情報は画像生成ユニット
２５に送られ、平均速度画像、分散画像、パワー画像、これらの組み合わせ画像としてモ
ニタ１４にカラー表示される。
【００２６】
　画像生成ユニット２５は、超音波スキャンの走査線信号列を、テレビなどに代表される
一般的なビデオフォーマットの走査線信号列に変換し、表示画像としての超音波診断画像
を生成する。画像生成ユニット２５は、画像データを格納する記憶メモリを搭載しており
、例えば診断の後に操作者が検査中に記録された画像を呼び出すことが可能となっている
。なお、当該画像生成ユニット２５に入る以前のデータは、「生データ」と呼ばれること
がある。
【００２７】
　画像メモリ２６は、画像生成ユニット２５から受信した画像データを格納する記憶メモ
リから成る。この画像データは、例えば診断の後に操作者が呼び出すことが可能となって
おり、静止画的に、あるいは複数枚を使って動画的に再生することが可能でなる。また、
画像メモリ２６は、超音波受信ユニット２２直後の出力信号（ＲＦ（Radio Frequency）
信号と呼ばれる）、受信ユニット２２通過後の画像輝度信号、その他の生データ、ネット
ワークを介して取得した画像データ等を必要に応じて記憶する。
【００２８】
　制御プロセッサ２８は、情報処理装置（計算機）としての機能を持ち、本超音波診断装
置本体の動作を制御する制御手段である。制御プロセッサ２８は、記憶ユニット２９から
後述する減衰画像生成機能等を実行するための制御プログラムを読み出して各種処理に関
する演算・制御等を実行する
　記憶ユニット２９は、後述のスキャンシーケンス、画像生成。表示処理を実行するため
の制御プログラムや、診断情報（患者ＩＤ、医師の所見等）、診断プロトコル、送受信条
件、後述する減衰画像生成機能を実現するためのプログラムその他のデータ群が保管され
ている。また必要に応じて、画像メモリ２６中の画像の保管などにも使用される。記憶ユ
ニット２９のデータは、インタフェースユニット３０を経由して外部周辺装置へ転送する
ことも可能となっている。
【００２９】
　インターフェースユニット３０は、入力装置１３、ネットワーク、新たな外部記憶装置
（図示せず）に関するインタフェースである。当該装置によって得られた超音波画像等の
データや解析結果等は、インターフェースユニット３０よって、ネットワークを介して他
の装置に転送可能である。
【００３０】
　（減衰画像生成機能）
　次に、本実施形態に係る超音波診断装置１が具備する減衰画像生成機能について説明す
る。この機能は、中心周波数の異なる少なくとも二つの基本波を合成した合成波を用いて
、各走査線について位相変調（フェーズモジュレーション）しながら少なくとも二回以上
送信し、各走査線について各送信に対応するエコー信号を受信する。こうして得られた少
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なくとも二回の送信のそれぞれに対応するエコー信号を用いて、各走査線につきエコー信
号間で減算処理を行うことで、高調波成分が相殺されたエコー信号を抽出し、この抽出さ
れたエコー信号を用いて、被検体内を伝搬する超音波の減衰を表す画像（減衰画像）を生
成するものである。
【００３１】
　図２は、本実施形態に係る減衰画像生成機能に従う処理（減衰画像生成処理）の流れを
示したフローチャートである。各ステップの処理の内容について、以下説明する。
【００３２】
　［患者情報・送受信条件等の入力受：ステップＳ１］
　まず、制御プロセッサ２８は、入力装置１３を介して、患者情報、送信条件及び受信条
件（送受信条件）等の入力を受ける。ここでは、特に比較的高帯域で複数の周波数成分を
含んだ超音波パルスが送信されるような送信条件、各走査線において実行される位相変調
しながらの複数回の超音波送受信回数等が入力される。なお、本実施形態においては、説
明を具体的にするため、各走査線において実行される位相変調しながらの超音波送受信回
数は２回とする。しかしながら、当該例に拘泥されず、操作者は、任意の複数回数を入力
することが可能である。
【００３３】
　［位相変調しながらの超音波送受信：ステップＳ２］
　次に、制御プロセッサ２８は、ステップＳ１において入力された送信条件に従う超音波
送信が実行されるように、超音波送信ユニット２１を制御する。超音波送信ユニット２１
から送信される超音波パルスは、後述する減衰量の分析を良好とするための、比較的広帯
域で複数の周波数成分を含んだパルスである。例えば、図３（ａ）に示すような従来型の
単一周波数を基本とした波形を持つ超音波パルスに比べて、本ステップＳ２において送信
される超音波パルス波形は、図４（ａ）に示すような、２つの異なる中心周波数ｆ１、ｆ
２（ｆ１＜ｆ２）の基本波を線形加算（合成）して得られる合成超音波パルスを用いる。
この様な波形を持つ超音波パルスにより、送信される超音波パルスの周波数帯域は、広い
周波数帯域を有する図４（ｂ）のようなスペクトラムを有するものとなる。一方、従来型
のものは、図３（ｂ）に示すように、本ステップＳ２において用いられるものよりも狭い
帯域のスペクトラムを有するものとなる。超音波送信ユニット２１は、上述した合成超音
波パルスを、波形の極性が１回目と２回目とで反転（正負が逆）となるように位相変調（
すなわち、位相を１８０度変調）しながら、各走査線につき２回の超音波送信を行う。
【００３４】
　なお、本実施形態では、２つの異なる中心周波数ｆ１、ｆ２の基本波を線形加算（合成
）して得られる合成超音波パルスを用いる場合を例とした。しかしながら、合成超音波パ
ルスは、当該例に拘泥されず、３つ以上の異なる中心周波数の基本波を線形加算して生成
してもよい。
【００３５】
　［減算処理（ｆ１周波数成分、ｆ２周波数成分の抽出）：ステップＳ３］
　超音波受信ユニット２２は、各走査線につき、１回目の送信超音波に対応するエコー（
第１のエコー信号の元となる信号）及び２回目の送信超音波に対応するエコー（第２のエ
コーの元となる信号）とをそれぞれ所定のタイミングで受信すると共に、一方から他方を
減算（例えば第１のエコー信号から第２のエコー信号を減算）する。この減算処理により
、高周波が相殺され、且つｆ１周波数成分、ｆ２周波数成分が減算により強調され抽出さ
れたエコー信号（第３のエコー信号）が生成される。
【００３６】
　本実施形態においては、波形が正負反転する２つのパルスによるエコー信号を減算して
いる。これは、特に伝搬中の波形歪による高調波成分の発生による影響を取り除くためで
ある。すなわち、例えば図３（ａ）に示した従来の超音波の送受信においては、生体内の
伝搬中に、中心周波数ｆ１の基本波の高調波成分がｆ２の周波数帯域に発生する。非線形
歪は伝搬に従い蓄積するため、遠距離になるに従い蓄積量が多くなる。そのため、ｆ２周
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波数成分は、生体減衰による減少と、高調波成分の蓄積による増大が、混在した状況にな
り、正確な減衰量を反映できなくなる。
【００３７】
　一方、本ステップＳ２の減算によって得られる第３のエコー信号は、生体内伝搬による
２次高調波成分が相殺され、基本波成分のみが残存するものとなっている。このため、生
体減衰による効果を有効に抽出することが可能となる。
【００３８】
　本ステップＳ２の減算に関する具体的な実測例を図５に示す。同図においては、0.5dB/
cm/MHzの減衰を持つファントムからのエコー信号について、2MHｚ帯域成分と4MHｚ帯域成
分を抽出し、観測深度ごとにその比を演算したものである。第３のエコー信号に相当する
演算による結果５５は、深さによってほぼ均一（直線的）な増加が観測され、減衰量はフ
ァントムの公称値から算出される値とほぼ等しい値となっている。一方、従来のエコー信
号に相当する結果５６は、深部にいくにつれて信号比は増加するものの、その増加の程度
は第３のエコー信号の結果５５より小さくなっており、高調波の発生が影響していること
がわかる。
【００３９】
　なお、波形が正負反転する２つのパルスによるエコー信号を加算すると、送信超音波に
含まれている基本波信号はキャンセルされ、生体内伝搬中の歪によって生じた非線形成分
のみが抽出される。この手法は組織ハーモニックイメージング（ＴＨＩ）法において広く
利用されている。
【００４０】
　［減衰画像データの生成：ステップＳ４］
　次に、Ｂモード処理ユニット２３は、２種類以上の帯域通過型のフィルタを用いて、第
３のエコー信号からｆ１周波数成分、ｆ２周波数成分を抽出する。また、Ｂモード処理ユ
ニット２３は、抽出されたｆ１周波数成分、ｆ２周波数成分を用いて、走査断面の各位置
につき、信号強度の差（対数圧縮後）又は比（対数圧縮前）を計算する。さらに、計算さ
れた信号強度の差を用いて、走査断面の各位置につき当該信号強度の差が輝度によって表
された画像データ（減衰画像データ）を生成する。
【００４１】
　なお、本実施形態においては、ｆ１周波数成分、ｆ２周波数成分が合成された合成超音
波パルスを用いて超音波送信を行う場合を例としている。しかしながら、３種類以上の周
波数成分による合成超音波パルスを送信し、これによって受信した各エコー信号から得ら
れた第３のエコー信号を用いる場合には、当該信号差の計算は、異なる組み合わせで得ら
れた信号比の平均値等を利用することができる。また、信号差は、対数変換前のＲＦ信号
の割り算で得てもよいし、あるいは対数変換後の差分演算で求めてもよい。
【００４２】
　［減衰画像の表示：ステップＳ５］
　次に、画像生成ユニット２５は、Ｂモード処理ユニット２３から取得した減衰画像デー
タを用いて、減衰画像を生成する。生成された減衰画像は、画像合成ユニット２７におい
て所定の情報と合成され、モニタ１４に所定の形態で表示される。
【００４３】
　ここで、減衰画像の特性について説明する。まず基本的な原理として、生体内を伝搬す
るエコー信号は、高周波ほど減衰する。このことから、例えば図６において近距離領域（
すなわち、被検体表面に近い領域）でのある位置でのエコー信号の周波数スペクトラムを
５１のように示すと、遠距離領域（すなわち、被検体表面から深い領域）でのある位置で
のエコー信号の周波数スペクトラムは、５２のように象徴的に表すことができる。すなわ
ち、低周波数帯域ｆ１に比べて高周波帯域ｆ２の減衰量は大きいため、ｆ１帯域とｆ２帯
域の信号強度差を演算すれば、近距離部では差が小さく、遠距離部では差が大きくなると
予測される。従って、ｆ１周波数成分とｆ２周波数成分との差である減衰画像データを用
いて生成された減衰画像によれば、深さに応じた超音波の減衰状況を、例えば、深くなる
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に従って暗くなるような形態で視覚化することができる。なお、当然ながら減衰画像は生
体減衰の大きさに依存する。従って、もし水のように減衰が小さい媒体の場合は、ｆ１と
ｆ２の差は、深度によらずほぼ同一となる。
【００４４】
　図７は、減衰画像の表示形態の一例を示した図である。同図の例においては、減衰画像
５３と共に、差の程度を示すスケールバー５４が表示されている（ここでは、周波数ｆ１
、ｆ２の両方から求められる減衰量が大きければ大きいほど、色が濃くなるように設定さ
れている）。
【００４５】
　また、画像生成ユニット２５は、Ｂもモード処理ユニット２３において処理された第１
のエコー信号、第２のエコー信号のそれぞれを用いることで、中心周波数ｆ１の基本波に
対応する第１の超音波画像、中心周波数ｆ２の基本波に対応する第２の超音波画像を生成
することができる。さらに、Ｂモード処理ユニット２３において処理された第１のエコー
信号、第２のエコー信号を加算した加算エコー信号を用いて、ｆ１周波数成分、ｆ２周波
数成分の双方の成分を含む第３の超音波画像を生成することも可能である。これらの超音
波画像は、単独で、或いは減衰画像と共に所定の形態で表示することができる。
【００４６】
　図８は、第１、第２、第３の超音波画像７１のいずれかと減衰画像７２との並列表示の
一例を示した図である。一般的に、減衰を補正したＢモード断層像の方が、組織構造を観
察するのに適している。従って、図８に示した表示形態によれば、組織構造を通常の超音
波画像（Ｂモード断層像）７１で、深度に対応した超音波の減衰状況を減衰画像７２で、
それぞれ容易且つ迅速に観察することができる。減衰画像７２はＢモード断層像と重畳表
示することは、減衰画像７２に不足している組織構造を補償することで非常に効果的であ
る。
【００４７】
　なお、減衰画像は減衰の様子をより強調して表現することが望ましいため、減衰量に依
存したカラー表示（すなわち、減衰の度合いに応じて色彩が割り当てられた表示）をする
ことも可能とする。係る場合には、図９に示すような減衰量と色彩との対応関係を示すカ
ラースケールバーを同時に表示することが好ましい。このカラースケールバーには、より
定量的な情報を示すべく、演算結果の数値を表示することも可能である。さらに、当該例
に拘泥されず、第１、第２、第３の超音波画像（Ｂモード断層像）のいずれかと減衰画像
とを重畳表示するようにしてもよい。
【００４８】
　（効果）　
　以上述べた構成によれば、以下の効果を得ることができる。　
　本超音波診断装置によれば、中心周波数ｆ１の基本波と中心周波数ｆ２の基本波とを合
成した合成波を用いて、各走査線について位相変調しながら少なくとも二回以上送信し、
各走査線について各送信に対応するエコー信号を受信する。こうして得られた少なくとも
二回の送信のそれぞれに対応するエコー信号を用いて、各走査線につきエコー信号間で減
算処理を行うことで、高調波成分が相殺されたエコー信号を抽出し、この抽出されたエコ
ー信号に含まれるｆ１周波数成分、ｆ２周波数成分を用いて、走査断面の各位置につき、
信号強度の差（対数圧縮後）又は比（対数圧縮前）を計算する。さらに、計算された信号
強度の差を用いて、走査断面の各位置につき当該信号強度の差が輝度によって表された減
衰画像を生成する。従って、高調波の影響が取り除かれた減衰画像を生成することができ
、例えば肝臓内脂肪化の程度や乳房脂肪組織と乳腺との比率などの評価を簡便に行うこと
が可能となる。
【００４９】
　また、通常の超音波画像と減衰画像とを、並列表示、重畳表示等の所望の形態で表示す
ることができる。従って、画像観察の際には、組織構造を通常の超音波画像で、深度に対
応した超音波の減衰状況を減衰画像で、それぞれ容易且つ迅速に観察することができる。
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さらに、減衰の度合いに応じたカラー表示することができ、視認性の高い減衰画像を提供
することができる。
【００５０】
　（第２の実施形態）
　次に、本発明の第２の実施形態について説明する。本実施形態に係る超音波診断装置で
は、第１の実施形態と同様の超音波送受信によって取得されたエコー信号を用いて、各走
査線につきエコー信号間で減算処理を行うことで、高調波成分が相殺されたエコー信号を
抽出する。この抽出されたエコー信号を用いて、例えばｆ１周波数成分を用いた超音波画
像に対して実行する減衰補正を、ｆ２周波数成分を用いた超音波画像についても実行する
ことで（或いは、ｆ２周波数成分を用いた超音波画像に対して実行する減衰補正を、ｆ１
周波数成分を用いた超音波画像についても実行することで）、減衰画像を生成するもので
ある。なお、以下においては、説明を具体的にするため、ｆ１周波数成分を用いた超音波
画像に対して実行するｆ１減衰補正を、ｆ２周波数成分を用いた超音波画像についても実
行する場合を例として説明する。
【００５１】
　図１０は、第２の実施形態に係る減衰画像生成処理の流れを示したフローチャートであ
る。各ステップの処理の内容について、以下説明する。なお、同図におけるステップＳ１
１～ステップＳ１３までの各処理は、図２に示したステップＳ１～ステップＳ３までの各
処理と実質的に同じであるため、以下ステップＳ１４～ステップＳ１６の各処理の内容に
ついて説明する。
【００５２】
　［ｆ１周波数成分に対するｆ１減衰補正：ステップＳ１４］
　次に、Ｂモード処理ユニット２３は、２種類以上の帯域通過型のフィルタを用いて、第
３のエコー信号からｆ１周波数成分、ｆ２周波数成分を抽出する。また、Ｂモード処理ユ
ニット２３は、抽出されたｆ１周波数成分に対して、ｆ１周波数成分の被検体内における
減衰を補正し、ｆ１周波数成分の強度を一定にするための関数（減衰補正関数）ｇ（ｘ，
ｙ）を取得し、当減衰補正関数ｇ（ｘ，ｙ）を用いてｆ１周波数成分の強度を一定にする
ための処理（ｆ１減衰補正）を実行する。また、Ｂモード処理ユニット２３は、補正後の
ｆ１周波数成分を用いて、走査断面の各位置につき当該信号強度の差が輝度によって表さ
れた画像データ（補正ｆ１周波数成分画像データ）を生成する。さらに、Ｂモード処理ユ
ニット２３は、抽出されたｆ２周波数成分に対して衰補正関数ｇ（ｘ，ｙ）を用いてｆ１
減衰補正を実行し、補正後のｆ２周波数成分を用いて、走査断面の各位置につき信号強度
が輝度によって表された画像データ（補正ｆ２周波数成分画像データ）を生成する。
【００５３】
　ここで、補正ｆ２周波数成分画像の特性について説明する。一般的に、生体内を伝搬す
るエコー信号は高周波ほど減衰するため、高周波数であるｆ２周波数成分は、被検体内に
おいてｆ１周波数成分よりも減衰することは、図６に示した通りである。従って、ｆ２周
波数成分の強度は、図１１（ａ）上段に示すように深度（距離）が深くなるほどｆ１周波
数成分の強度との差が大きくなる。また、ｆ１周波数成分の強度を一定にするためのｆ１
減衰補正をｆ２周波数成分に対して行うと、補正後のｆ２周波数成分は、図１１（ａ）下
段に示すように、強度一定の点線として示されたｆ１周波数成分に対して所定の減衰定数
（図の例では０．５×（ｆ１－ｆ２））で減衰することとなる。この様な特性を有する（
ｆ１減衰）補正後のｆ２周波数成分を用いて生成された補正ｆ２周波数成分画像は、走査
断面の各位置につき当該信号強度の差が輝度によって表される画像、すなわち減衰画像そ
のものとなる。
【００５４】
　なお、当然ながら、減衰定数は、生体内の減衰の程度に応じて任意の値に設定可能であ
る。一例として、図１１（ｂ）に減衰定数＝１．０の場合を示した。図１１（ｂ）に示す
ように、被検体の減衰定数が大きいと、補正後のｆ２画像の深さ方向に関する輝度変化が
、図１１（ａ）の例に比べて、大きくなる。
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【００５５】
　［減衰画像の表示：ステップＳ１５］
　次に、画像生成ユニット２５は、Ｂモード処理ユニット２３から取得した減衰画像デー
タを用いて、減衰画像を生成する。生成された減衰画像は、画像合成ユニット２７におい
て所定の情報と合成され、モニタ１４に所定の形態で表示される。表示形態については、
第１の実施形態と同様である。
【００５６】
　以上述べた構成によれば、中心周波数がそれぞれｆ１、ｆ２である二つの超音波波形を
合成した合成波を用いて、各走査線について位相変調しながら少なくとも二回以上送信し
、各走査線について各送信に対応するエコー信号を受信する。こうして得られた少なくと
も二回の送信のそれぞれに対応するエコー信号を用いて、各走査線につきエコー信号間で
減算処理を行うことで、高調波成分が相殺されたエコー信号を抽出し、例えばｆ１周波数
成分を用いた超音波画像に対して実行するｆ１減衰補正を、ｆ２周波数成分を用いた超音
波画像についても実行することで減衰画像を生成する。従って、高調波の影響が取り除か
れた減衰画像を生成することができ、例えば肝臓内脂肪化の程度や乳房脂肪組織と乳腺と
の比率などの評価を簡便に行うことが可能となる。
【００５７】
　なお、本発明は上記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではその要
旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。例えば、各実施形態に係る各機
能は、当該処理を実行するプログラムをワークステーション等のコンピュータにインスト
ールし、これらをメモリ上で展開することによっても実現することができる。このとき、
コンピュータに当該手法を実行させることのできるプログラムは、磁気ディスク（フロッ
ピー（登録商標）ディスク、ハードディスクなど）、光ディスク（ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ
など）、半導体メモリなどの記録媒体に格納して頒布することも可能である。
【００５８】
　また、上記実施形態に開示されている複数の構成要素の適宜な組み合わせにより、種々
の発明を形成できる。例えば、実施形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削
除してもよい。さらに、異なる実施形態にわたる構成要素を適宜組み合わせてもよい。
【産業上の利用可能性】
【００５９】
　以上本発明によれば、高調波成分の影響を除去し、被検体内を伝搬する超音波の減衰量
を好適に評価することができる超音波診断装置及び超音波診断装置制御プログラムを実現
することができる。
【符号の説明】
【００６０】
１…超音波診断装置、１１…装置本体、１２…超音波プローブ、１３…入力装置、１４…
モニター、２１…超音波送信ユニット、２１Ａ…パルス発生器、２１Ｂ…送信遅延部、２
１Ｃ…パルサ、２２…超音波受信ユニット、２２Ａ…プリアンプ、２２Ｂ…受信遅延部、
２２Ｃ…加算器、２３…Ｂモード処理ユニット、２４…ドプラ処理ユニット、２５…画像
生成ユニット、２６…画像メモリ、２７…画像合成ユニット、２８…制御プロセッサ（Ｃ
ＰＵ）、２９…記憶ユニット、３０…インターフェースユニット
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